
高等教育修学支援新制度について（全学科共通）
下記のとおり支援区分に応じて入学金・授業料を減免します。減免前の金額については「2025年度入学制学納金明細」を参照して下さい。

◆入学手続きの際には、入学時納入金を一旦、全額納入していただきます(減免後の金額ではありませんのでご注意ください)。
　入学後に所定の減免手続きを行った上で減免対象となった対象者に減免相当額を還付します。

第1区分 第2区分 第3区分 第4区分（多子）

-200,000円 -133,400円 -66,700円 -200,000円 

-700,000円 -466,700円 -233,400円 -700,000円 

※　授業料減免額は、授業料の年額から支援を受けられる月数に対して支援区分で計算されます。
　　前期・後期の授業料減免額は、端数処理の都合上、100円増減する可能性があります。

金城サポート奨学金対象者

第1区分 第2区分 第3区分 第4区分（多子）

-200,000円 -133,400円 -66,700円 -200,000円 

-500,000円 -333,400円 -166,800円 -500,000円 

※　授業料減免額は、授業料の年額から支援を受けられる月数に対して支援区分で計算されます。
　　前期・後期の授業料減免額は、端数処理の都合上、100円増減する可能性があります。

入学金減免額（入学時のみ）

授業料減免額（年額）

入学金減免額（入学時のみ）

授業料減免額（年額）

◆編入学生の方は、金額が異なります。入試広報部までお問い合わせください。
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